
令和３年度 第２回新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

会議次第 

 

                     令和３年５月１０日（月） 

 

１ 開 会 

 

２ 議 題 

（１） 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更に

ついて（５月７日政府決定）・・・関連する資料は３頁 

・東京都、京都府、大阪府及び兵庫県に加え、愛知県及び福岡県を

対象区域に指定 

・４月２５日（日）～５月１１日（火）としていた期間を５月３１

日（月）までに延長 

  

（２） 新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態

措置等について・・・関連する資料は４～１３頁 

    ＜公共施設等区が関連する施設の取扱いについて＞ 

 ５月１２日～５月３１日 ４月２５日～５月１１日 

劇場、公会堂など 収容率５０％、 

５時～２１時までの時

間短縮（イベント時以

外は２０時まで） 

カラオケ設備使用自粛 

無観客（※） 

貸会議室、多目的

ホールなど 

屋外体育施設 

屋内体育施設 
休業 休業 

博物館等 

     ※東京都の措置で「無観客」の取扱いとしている区施設については、 

      休止している。 

     ※都立の劇場・ホール、屋外体育施設については、５月１１日まで休

館としていたが、５月１２日以降は方針に沿って再開する。 

 

（３） 東京都緊急事態措置等を踏まえた北区の対応等について 

・区民への不要不急の外出や会食等の自粛、「三密」（密閉・密集・密接）

回避等の呼び掛け・周知を行う。 

 北区ニュース、北区ホームページ、防災行政無線等による 



  ※防災行政無線については、引き続き午前９時５５分・午後５時

５０分の１日２回放送を行う。 

・会館・区民センターなどの貸出施設については、原則として東京都の

緊急事態措置等の内容に沿って再開する。ただし、屋内体育施設・博

物館等については休止を継続する。 

 

３ 閉 会 



 
  
   
    03 6257 3086 
  e-mai l   g. si nngatai nnfuru. tai saku001@cas. go. j p 
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